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申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

２ 項目別評価 

(1) 業務運営の改善及び効率化に関す

る目標 

 
【原文】 

「平成24年度予算編成にあたり、慶応義

塾大学とのEU研究共同大学院を進める

ための財源への充当等、学長裁量権を

拡充するため、学長裁量経費を増額（

平成23年度予算1,000万円、平成24年度

予算5,000万円）している。」 

 

【申立内容】 

「慶応義塾大学とのEU研究共同大学院を

進める」の箇所を「EUに関する研究・

教育の更なる推進を図る」に変更して

もらいたい。 

 

【理由】 

※ 学長裁量経費には「慶応義塾大学と

のEU研究共同大学院を進めるための財

源」は含まれないため。 

 

【対応】 

 意見のとおりとする。 

 

【理由】 

 事実関係に即した修正。 

 


